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こ
れ
ま
で
市
民
説
明
会
や
広
報
み
き
9

月
号
で
お
知
ら
せ
し
て
き
ま
し
た
使
用
料
・

手
数
料
の
見
直
し
に
つ
い
て
、公
共
施
設
の

利
用
や
諸
証
明
書
の
発
行
な
ど
の
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
原
価（
コ
ス

ト
）を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、4
月
1
日
か

ら
料
金
を
改
定
し
ま
す
。

改
定
の
ポ
イ
ン
ト

①
利
用
者
の
負
担
が
急
激
に
増
え
な
い
よ

う
、現
行
料
金
の
1・5
倍
を
上
限
と
し
、

近
隣
自
治
体
と
の
金
額
の
バ
ラ
ン
ス
も

図
り
ま
す
。

②
減
免（
料
金
の
減
額
ま
た
は
免
除
）の
取

り
扱
い
は
変
更
し
ま
せ
ん
。

③
料
金
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、行
政
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
人
と
利
用
し
な
い
人

の「
負
担
の
公
平
性
」を
考
慮
し
、利
用
者

（
受
益
者
）に
応
分
の
負
担
を
求
め
る「
受

益
者
負
担
」の
考
え
方
を
原
則
と
し
ま

す
。
市
は
今
後
も
料
金
の
適
正
化
を
図

る
た
め
、原
則
と
し
て
5
年
ご
と
に
見
直

し
を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

特集
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●公共施設の使用料の改定内容
　下表の面積区分により、各施設の貸室の料金を改定
します。　　　　　　　（料金は1時間当たりの金額）

貸室の区分
（現行） 現行料金 貸室の区分

（改定） 改定料金

30㎡未満 100円 30㎡未満 150円

30㎡以上
50㎡未満 150円 30㎡以上

50㎡未満 200円

50㎡以上
100㎡未満 200円 50㎡以上

100㎡未満 300円

100㎡以上 400円 100㎡以上
200㎡未満 600円

大
会
議
室

400㎡未満 1,200円 200㎡以上
400㎡未満 1,200円

400㎡以上
500㎡未満

1,300円
400㎡以上 1,500円

500㎡以上 1,500円

料理実習室 500円 調理実習室 600円

緑が丘町公民館の外観緑が丘町公民館の外観

▶ 一例（参考）市立公民館の中で最も利用者数が
　多い緑が丘町公民館に左表を当てはめた場合

　　　　　　　（料金は1時間当たりの金額）
施設名 貸室等名 床面積 現行料金 改定料金

緑
が
丘
町
公
民
館

大会議室 427㎡ 1,300円 1,500円
談話室 21㎡ 100円 150円
団体室 39㎡ 150円 200円
多目研修室 51㎡ 200円 300円
中会議室 183㎡ 400円 600円
研修室 50㎡ 200円 300円
2階　和室 50㎡ 200円 300円
調理実習室 75㎡ 500円 600円

トレーニングルームの料金は変更ありません。
▶手数料は督促手数料のみを改定
　 　市税などの督促手数料を、督促状１通につき
80円から100円に改定します。その他証明手
数料などの料金は据え置きます。

◀ 他の施設の使用料や改定の詳細は
市ホームページをご覧ください。

４月１日から４月１日から
公共施設の使用料を公共施設の使用料を改定改定しますします
問（市）経営管理課（市）経営管理課

関連する関連する
SDGｓ目標SDGｓ目標

　

虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
、ま
た
は
、虐
待
を
受
け

た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
方
は
、ひ
と
り

で
抱
え
込
ま
ず
に
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
相
談
者
や
相
談
内
容
に
関
す
る
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
。

問
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
8
9
‐
2
3
3
7

介護

「
高
齢
者
虐
待
か
も
？
」と

思
っ
た
ら
お
電
話
を

高齢者虐待の具体例
心理的虐待

怒鳴る、ののしる、侮辱を
込めた言動を浴びせるなど

性的虐待
性的行為を強要する、嫌
がる部位に触れるなど

経済的虐待
年金や預貯金を無断で使
う、所有物を勝手に売却
するなど

身体的虐待
身体をたたく、殴る、蹴る、
つねるなど

介護・世話の放置・放任
食事や水分を与えない、
入浴や排せつ介護などを
しないなど

　
国
民
年
金
保
険
料
の
振
替（
立
替
）方
法

に
前
納（
６
カ
月
前
納
、１
年
前
納
、２
年

前
納
）を
選
択
す
る
場
合
、令
和
６
年
３

月
以
降
の
申
し
込
み
か
ら
、年
度
の
途
中

か
ら
で
も
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
納
付

に
よ
る
ま
と
め
払
い（
前
納
）が
可
能
と
な

り
ま
す
。

●
申
込
用
紙
が
変
わ
り
ま
す

　
令
和
６
年
３
月
以
降
に
口
座
振
替
ま

た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
を
申
し

込
む
場
合
の
申
出
書
は
、令
和
６
年
３

月
１
日
か
ら
年
金
事
務
所
の
窓
口
で
配

布
す
る
と
と
も
に
、日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し
ま
す
。

問  

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
‐
0
5
‐
1
1
6
5

（
仮
称
）三
木
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の

整
備
を
推
進

道路

国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
前
納
の
取
り
扱
い
が
変
更
に

国民年金

市
営
住
宅
の
入
居
要
件
を
一
部
緩
和

市営
住宅4

月
か
ら
市
営
住
宅
の
入
居
申
し
込
み

の
要
件
を
次
の
と
お
り
緩
和
し
ま
す
。

▼
緩
和
内
容

　
①
里
親
で
あ
る
入
居
者
に
委
託
さ
れ
て

い
る
児
童
が
同
居
可
能
に

　
②
Ｄ
Ｖ
被
害
者
で
関
係
機
関
に
よ
る
証

明
書
や
確
認
書
が
発
行
さ
れ
て
い
る

方
を
緩
和
対
象
に
追
加

　
③
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
難
病

に
よ
り
、次
の
い
ず
れ
か
が
発
行
さ

れ
て
い
る
世
帯
を
緩
和
対
象
に
追
加

　
　
・障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証

　
　
・地
域
相
談
支
援
受
給
者
証

　
④
子
ど
も
が
い
る
世
帯
の
収
入
要
件
の

緩
和
期
間
を
小
学
校
就
学
前
ま
で
か

ら
中
学
校
卒
業
ま
で
に
拡
大

問
（市）
建
築
住
宅
課
住
宅
係

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら
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